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人と自然と歴史が織りなす明るい未来
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11)1人 と自然と 史が織りなす問lるい未米

都市居住からみた目標と方針

居住扇墳の政

山ろく部はゆとりある環境を備えた住宅地 .南部地域は土地区画整理事業により計画的に韮備され

た市街地ですが l それ以外の地域では 1 スフロール的に開発され，道路が狭く!公園等のオ フンス

ペースも十分確保されていない高密な佳宅地が多いため.居住環境の改善が必要となっています。既

に建替時期を迎えているものも少なくありませんが!木造の 3階建住宅などー隠密度が高まる方向

での建築更新も進んでいるためー適切な誘導が必要となっています。

と居住の共存・共生

「ものづくり都市 東部jを支える産業のまちであるとともに，多くの人口を擁する居住のまちで

もあるととから，生産環境の維持と居住環境の保全や生活関連施設の配置にも留意した，産業と居佳

の共存 共生の誘迫が必一要です。

盤が重い，憧れた居住軍規を備えた住工共生のまちをつくる

自然，歴史的環境!こ恵まれ， Uうしの基盤が整い目優れた居住環境を備えた 1 住と工が共存するま

ちづくりを目指します。

方針 1 住工共生の土地利用の蹄

山ノ内， 西院等の工業系用途地域の市街地では‘特別用途地区の活用等により 地域環境に十分配l

慮した近代産業と都市居住の共存する住工共生の土地利用を講説します。

方針  2 地鰻帽性に応じた住宅地の形成

丸太町通以北の嵯tlJ我，宇多野等の山ろく部については.地区酎画 1 建築協定，風致地区の活用等に

より.自然現噴や歴史的環境と調和し ι 良好広居住環境を有する低回の住宅地の誘導を図ります。

市街地部はおおむね中低屈の住宅地の誘専を図ります。

西大路通等の幹線道路沿道では町屈舗や事務所などの都市機能の誘導とともに l 周辺環境に配崩し

た中田の住宅の誘辺を図ります。

方針  3 市笛地@盟主性の確保と居住珊境の政

道路やオーブンスペース等の基盤が宋整備芯太秦・太子地区では !土地区画整理事業等により基盤

整備を推進します。

嵯峨野など宅地開発の進む地区では!農地等のオーブンスペースの保全を図りながら.地区計画等

により。良好な環境を備えた秩序ある開発と計画的な基盤整備を誘導します。

北梅津やその他の密集市街地においては、地区計画や建築協定などの活用や.共同 ・協調建替等に

よるオーブンスペースや道路の確保など .ゆとりのある市街地環境の再謹備の誘泣を図ります。

また i 地震時の大火等を想定した安全性を確保するため l 西京撞総合運動公|覇等。広域避難場所の

維持を図るとともに I 太秦公園等の防災公園の整備や桂川河川敷の防災空間の確保を進め，幹線道路

の整備と生活道路等を含めた避難路ネットワ クの形成を図ります。ぎた‘小中学枝等を身近な生活

圏の防災拠点として機能強化を図ります。



都市活動からみた目標と方針

(課題  )「ものづくり都市・京都jを担う産業橿

多数の大規模な工場や中小工場が立地していますが ι産業構造の変化の中で製造業等のリストラク

チャリングによる工場閉鎖等も見られることから，Iものづくり都市・ 京都」を担う地域として，生

産機能の維持 l 発展を図る必要があります。

地場質調を生かしたまちの活性化

京都を代表する観光地のひとつである嵯峨，嵐山や御室砿どには多数の観光資源が集積していると

ともに，太秦地域の映周産業や映画村など.個性的な地域資源を豊富に有していることか S，今後も

これらを生かしたまちの魅力の向上が必要です。

活力あふれるものづくり産農のまちをつくる

「ものづくり都市 ・京都」を支えるものづくり産業や畳冨芯地域資源を生かした様々な産業が宮ま

れる， 活力あふれるまちづくりを目指します。

方針 1 ものづくりの

「ものづくり都市・ 京都Jを支える市街地西部工業地域として主産機能の高度化への対応を図るた

め，住工共生に配j愚しつつ，必要に応じて地域地区の見直し。地区計画の活用等を図ります。

方針 2 拠点機能の盤

産業の構造転換により生じた工場跡地等については .特別用途地区や地区計画等の活用により.地

域との調和に配帽しつつ基盤が謹い多様芯都市機能の集積した複合型市街地の形成を図ります。

また 1 地下鉄東西線と京橋電鉄嵐山線との結節点周辺(地下鉄東西線天神川駅 (仮称)周辺地区)

では .1人々が集いにぎわう右京区の新しい拠点づく りJI安心して住み続けられる持続性のあるまち

づくり」を目指しl 右京区総合庁舎の霊備ち含め， 交通の利慢性を生かした計画的な市街地整備を進

めます。

方針 3 個性的恕都市機能の直備

映画発祥の地として，太秦地域を中心に映像文化の発信機能の充実を図るとともに，西京極総合運

的なスポーツ拠点としての充実を図ります。主主動公園では広

また、区内に立地する各大学の学術研究機能の充実を図るとともに，大学施設の整備に当たって

は!必要に応じて都市計画制限の弾力的運用や地区計画の活用等を図ります。さらに.地域と大学の

交流を促進し.地域と大学が一体となったまちづ、くりを促進します。

方針 4 地域に即した商業棉能専の罰

鉄道駅のある西院 1 時子ノ辻 1 西京極周辺では地域の核としての商業サービス機能の充実を図ると

ともに，四条通や丸太町通等の幹線道路沿道では商業サービス機能の充実を図ります。

また，京福電鉄沿線などの駅周辺の商匝街では I 地域と密着した商居街として 1 その充実を図りま

す。さらに，嵐山では周辺環境に配慮した観光サービス機能の充実を図ります。



人と自然と歴 史が織りなす明るい未来

方針 5一地域づく Dと連捜した農業の掘

嵯峨野等の農地の広がる地域では.都市近郊農業の振興を図るとともに 1生産緑地地区等により住

宅地における貴重なオーブンスペ スとしての役割を果たす市街化国境内農地の保全を進めます。

また l北部山間地 j或の越畑等では l山間観光農林業など自然に触れる機会を提供する鹿山村振興の

ための交流拠点の整備を進めます o

都市環境からみた目標と方針

自然環踊と歴史的・文化的資源の保全・ 
!f.宕山や高雄山等の北山の緑豊かな山々や広 と々した河川敷を有する桂川広どの貴重芯自然環境を

有しています。そのため。河川環境の保全や，市街地景観の背景とも芯っている北山の自然環境の保

全 かん撃を図る必要がありぎす。

また l 嵯峨野や嵐山芯ど l 自然に抱かれた地域!こ b 数多くの社寺が点在し， 歴史的文化的資源と

して。 また観光資源としての役割を果たしています。そのため.社寺とその周辺環境や伝統的組造物

群保存地区に指定されている嵯峨鳥居本の町並みなど句多様な歴史的・文化的資源の保全・継承を進

める必要があります。

地や才ーブンスペースの確保

西京極総合運動公園など，総合的な公園 B官室が整備されている一方，スフロール的な開発が進んだ

市街地では公園整備等が遅れており ，オーブンスベ スが不足している地域もあるため 1防災的芯観

点も踏まえつつ.まとまった規模の緑地やオーブツスペースの整備が必要です o

か拡自燃や歴史踊場を生かしたまちをつくる

主力、な自然覇境や歴史的，文化的資 j原を保全し，緑と歴史性豊かな環境を生かしたまちづくりを目

指しぎす。

方針 1 豊かな自然酒揖の保全

歴史的風土特別保存地区や風致地区により!北山一帯における歴史的建造物などと一体となった自

然的環境 清滝川の渓主主美 1保津川の清流。白血般野の田園景観等の盟かな自然環境の保全を図ります。l

方針 2 水と緑のうるおい環揖の創出

うるおいある居住環境の形成や防災機能の向ょに向けた公園・緑地の整備を進めます。 *た， 膏栖

川等においては!親水性が高く生物が住みやすい環境を備えた河川覇境の鐙備を進めるとともに，広

大なオーブンスベ スである桂)11河川敷においては防災空間の確保と合わせた整備を進めます。ま

た， 区内に多数立地する工場等における緑化を推進し， 緑豊かなまちづくりを進めます。

方針 3 歴史を生かした個性ある都市震観の

歴史を生かした景観形成を図るため 杜寺や史跡専を含む周辺の町並み景観の保全と修景を進めま1

す。嵯峨鳥居本では， 伝統的建造物群保存地区により伝統的な町並み景観の保全を進めます。また，

丸太町通等の幹線道路沿道では沿道商業機能やサービス機能の誘翠と合わせて.魅力的な沿遭最観

の形成を図ります。



動 都市交通からみた目標と方針

世性的拡渋滞の解消

歴史的・文化的資源が築相し京都有数の観光地である嵯峨 1嵐山地域は市街地の西端の行き止まり

的な位置にあるため I 観光シーズンに Iel:観光交通が集中し，丸太町通や三条通等では慢性的な交通渋

滞が発生していることから 観光交通のコントロール等!こより渋滞の解消を図ることが必要で‘す。

また l 国道 9号では慢性的な交通渋滞が発生しており .南北方向の幹線道路も不足していること

か5，幹線道路の機能強化も必要と在よっています。

虫:I!アクセスの充実

高雄等の観光地や，主に農林業が宮まれている都市計画区域外の越畑等の山間地域の集落について

は，生活条件の改善の観点や観光利便性の向上から .交通アクセスの充実が求められています。

多蟻砿都市活動を支える変通基盤の聾ったまちをつくる

地域資源を生かした様々な都市活動を支える!利便性の高い交通基盤の整ったまちづくりを目指し

ます。

方針 1 利便性の高い公共交通体系の

公共交通機関を優先する諸施策 (自動車交通の抑制等)の実施と.観光需要に対応した公共交通の

利便性の向上等を図ります。また I 地下鉄東西線の延伸にともなう地下鉄支神川駅(仮称)を中心に l

京福電車生嵐山線との結鮪性を配保するため駅前広場等の整備を行います。さらに。地域の分断の解

消 輸送力強化，安全性の向上や渋滞解消を図るため，花園駅から嵯峨嵐山駅までの聞の JR山陰本l

線の複線高架化を進めます。

また，歓道駅を拠点としたパス交通体系の検討を進めるとともに!区民の生活の足として北部山間

地域におけるパス路線など生活交通の確保を図ります@

方針 2 骨格的忽道路体痛の

慢性的な渋滞解消に向けた国道 9号の立体交差化や葛野大路。都市計画道路 久世梅津北野線等

の幹線道路の整備を進めます。 ぎた‘ 国道 1 62号など北部山間地域と市街地を結 i~;道路の充実を図

ります。

方針 3 安全・慎遁16歩行者ネットワークの形成

全市的花王総合交通体系の構築により観光交通について自家用車かう公共交通機関への利用転換を促

進する施策を推進するとともに .嵐山， 御室等の観光地や商白街，鉄道駅等をネッ トワーク化し l 歩

いてゆっくり散策できる歩行者空間の形成のため?道路の整備や再整備を進めます。

また!歩道の段差解消など歩行者にやさしいパ IJアフリーの道路環境の整備を進めるとともに，環

境に負荷をひけない自転車等の交通手段の活用に向けた基盤整備を進めます。



地下鉄事業の経営状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため， 

京都市高速鉄道事業経営健全化計画を策定 

（平成２２年３月） 
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差引 144億円の赤字 

260億円 404億円 

＜年間＞ 

赤字 
3,900
万円 

 
 運賃収入で日々の運営費は賄えているが, 
建設費返済金が多額にのぼっているため， 
毎日3,900万円もの赤字が発生 

 

支出収入 

運賃収入など

7,100万円 運営費 
（人件費・経費） 

3,600万円 

利子など 
4,500万円 

元金相当 
2,900万円 

＜1日あたり＞ （注）元金相当とは，減価償却費を示す。 

減価償却費等 
107億円 

支払利息 
111億円 

線路使用料 
55億円 

経費 
71億円 

人件費 
60億円 

運輸収益 
218億円 

その他 
42億円 

現金収支の赤字 

建
設
費
返
済
金 

(参考) 累積資金不足  309億円 
    資金不足比率   133.5％ 
   （国基準20％を大幅に超過） 

地下鉄は，東西線の建設がバブル期と重なったことや，乗客数が伸

び悩んでいることなどから，全国一厳しい経営状況である。 

このため，財政健全化法に定める「経営健全化団体」となり，更な

る経営改善が急務となっている。 

地下鉄事業の経常経費（平成２０年度） 

経営健全化団体：資金不足比率が 20％を超えた公営企業が該当。 
        経営健全化団体は，経営健全化計画を策定し，資金不足

比率を20％未満となるよう経営を改善する必要がある。
累積資金不足 ：日常の運転資金の不足額 
資金不足比率 ：事業規模に対する累積資金不足の比率 
現金収支の赤字：運賃収入で運営費と建設費返済金の利子も賄えていない状態

平成 21 年度決算では黒字になる見込み 

参考資料２－１ 



京都市高速鉄道事業経営健全化計画 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画期間と目標 

⑴ 計画期間 

平成２１～３０年度（資金不足比率２０％未満となる年次までの１０年間） 

⑵ 目標 

① 平成２１年度に現金収支を黒字化し，平成３０年度までに資金不足比率を   

２０％未満に引き下げる。 

② １日当たりのお客様数について，平成３０年度までに５万人の増加を目指す。 

③ 計画期間終了後の長期収支見込みにおいて，累積資金不足の最大値を１,０００億

円未満に抑制し，その早期解消に努める。 

２ 主な健全化策 

⑴ 収入増加策 

① お客様増加策の実施（１日当たりのお客様数の５万人増加を目指す。） 

② 駅ナカビジネスの拡大（四条駅の改修など） 

③ 所有資産の有効活用 

＜計画の基本的考え方＞ 

・ 京都市の地下鉄は，現行の「地下鉄事業経営健全化計画」（平成１６年３月）等の取組に

より，現金収支（償却前損益）の黒字化（運賃収入で運営費と建設費返済金の利子分が賄

える状況）に近づいているものの，建設費などの長期借入金である企業債残高が

約５，０００億円，日常の運転資金の不足額である累積資金不足（不良債務）も３００億

円を超え，財政健全化法に基づく資金不足比率は，経営健全化団体となる指標である２０％

を大きく上回っている。 

・ また，現行の計画が終了する平成２６年度以降，経営健全化出資がなくなれば，現行の

計画で定めている５年毎５％の運賃改定を見込んだとしても累積資金不足が大幅に拡大

し，事業の継続が危ぶまれる状況にある。 

・ このため，今回の新たな計画では，資金不足比率を早期に２０％未満へ引き下げること

に加え，将来にわたって地下鉄事業を安定的に運営するため，長期的に資金不足の最大値

を事業存続が可能となるような程度に抑制することを目標とした。また，運賃改定につい

ても必要最低限に抑えることを目指した。 

・ 今回の計画は，次の１から３の取組により，１０年間の計画期間の上半期に運賃改定をお

願いせざるを得ないものの，その１回に抑えたうえで，上記の目標を実現する内容とした。

１ 地下鉄を活かしたまちづくりや政策を積極的に推し進め，地下鉄の利便性向上や駅周辺へ

の集客施設の誘致などによる，１日当たりお客様数の５万人増をはじめとした収入増加策 

２ 駅職員業務の民間委託化による人件費の削減などのコスト削減策 

３ 一般会計からの支援 

① 国において制度拡充が行われた健全化出資制度を活用した出資金の増額 

② 市バス事業の健全化により削減した補助金を活用した支援 

・ この計画の達成には，５万人の増客目標の実現が不可欠であるが，これは並大抵のことでは

なく，市民の皆様の協力のもと，市を挙げて，「環境モデル都市」の取組や「『歩くまち・京都』

総合交通戦略」で目指しているマイカーから公共交通機関への転換を強力に推進していく。 

④ 運賃改定 

計画の上半期に５％の運賃改定を見込む。旅客数が平成３０年度までに目標の 

５万人増に達しないなど計画上の収支改善が図れない場合は，目標達成のため，更

に３０年度に再度改定が必要 

⑵ コスト削減策 

① 総人件費の削減(１００人以上の職員数の削減など) 

② 地下鉄設備の更新期間の延長（改集札機など１～５年の延長） 

   ③ 経費の削減（経常経費の１３％を削減） 

④ 高金利建設企業債の借換えによる利息負担の軽減（金利５％以上のものを対象） 

⑤ 外郭団体の整理統合（２団体→１団体） 

⑶ 一般会計支援等の拡充 

① 経営健全化出資の拡充 

期間延長などの制度拡充に伴い，国の同意に基づく起債を前提に，計画期間中の

平成２２年度から平成３０年度までの間，新たな基準に基づき，一般会計からの出

資を拡大（○22～○30  総額８３０億円） 

② 地下鉄施設の実耐用年数を考慮した企業債償還期間の延長 

企業債のうち資本費平準化債の償還期間を延長(２０年→３０年)  

③ 三セク区間の直営化に伴う一般会計からの新たな出資 

④ 市バス事業の健全化により削減した補助金を活用した一般会計からの支援 

（○22～○29  総額５３億円，○30～ 毎年２３億円） 

３ 健全化策実施後の資金不足比率と累積資金不足の将来見通し 

⑴ 資金不足比率（解消可能資金不足控除後）は，平成３０年度で２０％未満に到達 

 

 

⑵ 累積資金不足の長期的な見通しは，以下のグラフのとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年　　度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

資金不足比率(％) 126.8 125.7 114.0 96.9 73.6 66.6 41.5 20.7 24.7 -

0
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21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86
年度

累
積
資
金
不
足

億
円

実施前

計画案（骨子）

実施後

最大3,526億円

（平成54年度）

最大 815 億円 

(平成 59年度)

最大1,490億円

(平成 50 年度）
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京都市高速鉄道事業経営健全化計画
　　　　　　におけるお客様増加策の記述部分を抜粋

 

 

 

収入増加策 全市一丸となって増収に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 民間交通機関とのネットワークを最大限に活用し，お客様の利便性向上の視点

に立った情報の一体的な発信や乗継ぎの利便性の向上を図ります。 

ウ ダイヤの改善やネットワーク機能の強化 

・ 夜間の列車増発による等間隔運行の実施と烏丸線と東西線の乗継時間の短縮，

烏丸御池駅で全最終便列車を連絡待ち停車させることによって，全方向への乗継

ぎを可能とする「シンデレラクロス」の実施など，地下鉄の利便性の向上を図り

ます。 

・ ＩＣカードを活用した商業施設との連携を拡充するとともに，駅周辺の既存施

設を有効活用し，イベントが継続的に開催されるよう関係機関との協議を行って

いきます。 

イ 他施設等との連携やイベントの開催 

・ 駅出入口の案内サインを拡充・改良し，より分かりやすくなるよう努めます。

・ 地下鉄沿線エリアマップを活用し，駅周辺の観光をはじめとした施設・催し等

の案内を強化します。 

・ 企画乗車券や通勤・通学定期券など，お得な乗車券の PR を強化します。 

そのため，市の関係局区や大学，企業，団体，NPO など全市民の協力を得て，推

進していきます。 

ア 案内や PR の強化 

① お客様増加策の実施 
 

市民の貴重な財産である地下鉄を京都のまちづくりや市のあらゆる政策に活かし

ていくことにより，お客様増加に全力で取り組みます。 

平成 30年度までに 1日当たりのお客様数の 5万人増加を目
指します。（5 万人増による年間増収額は約 33 億円） 

 



 

 
 
 
 
・ 全市を挙げてモビリティ・マネジメント（公共交通の環境面等への好影響や利

用方法の情報提供を行うなど，マイカーからの自発的な転換を促す施策）を積極

的に行い，公共交通の利用促進を市民に働きかけます。 

 
平成 20年度の 1日当たりのお客様の数 

32万 8千人／日 「京都力」で UP 

５万人の増客を達成するためには，例えば，京都市の 147 万市民のうち 100 万人の

方が，年に更に 10 往復（月に 1 往復程度）ご乗車いただかなければなりません。 

マイカー 地下鉄 

 
 
 

｢環境モデル都市」の取組 

未来・京都観光振興計画 2010＋5 

「歩くまち・京都」 
自動車の分担率 28％を 
20％以下に引き下げ 

総合交通戦略 

カ マイカーから地下鉄利用への転換 

 ・ 「環境モデル都市」の取組，その第一の柱である「『歩くまち・京都』総合交通

戦略」，さらに「未来・京都観光振興計画 2010＋5」とも連携し，市民の協力を得

て，公共交通優先のまちづくり，マイカーから地下鉄への乗換えを促進します。 

市民の財産である地下鉄を，京都市のまちづくりや経済・文化活動などに最大限

に活かすという視点で，全市的な取組として，駅周辺の活性化や，沿線への大学や

集客施設の誘致，公共施設の整備を目指します。

オ 地下鉄沿線への集客施設の誘致や公共施設の整備 

エ 安全運行と接客サービスの更なる向上 

お客様を安全に目的地までお運びするという交通事業者の最大の使命を果たす

ため，日々の安全運行に万全を期すとともに，職員の接客サービスについても，更

なるお客様増を目指して，より一層のサービス品質の向上に努めていきます。 



市内の鉄道網 
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